
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

● 加入の条件 

退職の日まで継続して２ヶ月以上被保険者であることと、７５歳未満であることが要件です。 
 

● 加入の手続き 

退職の日の翌日から２０日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項をご記入 

のうえ、お勤め先であった事業所を通じてご提出ください。 

※ 任意継続の資格を取得した後に医療機関で受診される場合は、必ず新しい保険証を提示し、 

変更になった旨を医療機関の窓口にお伝えください。 

 

● 加入期間 

任意継続被保険者の資格取得日から原則２年間です。 
 

● 脱退するとき 

① 被保険者となった日から起算して２年が経過したとき 

② 75 歳以上となったとき 

 ③ 保険料が未納となったとき 

 ④ 被保険者が死亡したとき 

⑤ 就職（国民健康保険は除く）したとき 

⑥ 被保険者でなくなることを希望するとき ※翌月１日が喪失日になります 

※住所変更やご家族が就職、結婚等により被扶養者を外れる場合はご連絡ください 

※資格喪失の際は、直ちに保険証を（該当者は高齢受給者証や限度額適用認定証も）返納ください 
 

● 保険料の計算

保険料は以下の方法で計算され、全額本人負担（在職時は約４割負担）となります。 

 

 

 

  ～ 保険料は見直しによって変わる場合があります ～ 

   ① 標準報酬月額：原則変更はありません（上限額の見直しに伴って変わる場合もあります） 

   ② 保険料率：料率が改定される場合は変更されます 

   ③ 介護保険料率：毎年変更されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意継続被保険者制度とは、退職してから再就職されるまでの橋渡し的な役割として一定の条件のもと、 

継続して当健康保険組合の被保険者としてご加入いただける制度です。 
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〔例：標準報酬月額の上限額が上がることで、保険料が上がるケース〕  

標準報酬月額 

変わらず 

標準報酬月額 

変わる 

退職時の標準報酬月額 

320千円 

340千円 

360千円 

380千円 

400千円 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

次年度の上限 

退職時の標準報酬月額 

320千円 

340千円 

360千円 

380千円 

400千円 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

当年度の上限 

退職時の標準報酬月額 × 保険料率（103‰） ＝ 保険料／月 

※2 40歳～64歳の方は、別途介護保険料率（16.0‰）がかかります 

※1 標準報酬月額は、上限額（360千円）が定められています 



 

 

 

● 保険料の納付 

毎月納付と一括納付（年払いまたは半年分２回）から選択できます。 

納付方法 納付手段 保険料の納期 割引の適用 

毎月納付 郵便局の自動払い（手数料 33 円） 毎月１０日 なし 

一括納付 指定口座への振込 該当月の前月末 あり 

※振込手数料は任意継続被保険者のご負担となります。 

 

● 保険料の還付 

一括納付を選択した場合で、加入期間中に就職等により資格を喪失した際の未経過期間分の 

保険料は還付いたします。 

 

● 保険給付 

保険給付は、原則として在職時と同様に受けることができます。 

※ 傷病手当金と出産手当金は、退職時に支給を受けていた（または支給要件を満たしていた） 

場合にのみ、継続して給付を受けることができます。 

Ｑ１：任意継続被保険者制度と国民健康保険ではどちらを選択する方が得ですか？ 

Ａ１：それぞれ異なる特徴があり、一概にどちらが得かはお答えできません。 

以下の特徴を一つの参考に、ご自身の状況をよく踏まえてご選択ください。 

 保険料の計算方法 保険料の変動 加入期間 被扶養者制度 

任意継続制度 退職時の標準報酬月額を基に計算 原則固定 ２年間 あり 

国民健康保険 前年度の所得額を基に計算 毎年変動 限定なし なし 

※ 国民健康保険の保険料は、必ずお住まいの市区町村の担当課にご確認ください。 

 

Ｑ２: 加入の手続きに必要な書類はどこで入手すればよいですか？ 

Ａ２：お勤め先の事業所または当健康保険組合のホームページより入手してください。 

 

Ｑ３：保険料を一括納付した場合、どの程度割引されますか？  

Ａ３：割引額は、任意継続の資格取得月や退職時の標準報酬月額等により異なり、一般に割引期間が

長く、標準報酬額が大きい方がその額は多くなります。下記の例を一つの参考にしてください。 

   （例）標準報酬月額が 340 千円で 60 歳の任意継続被保険者の保険料 

納付方法 割引期間 納付額/1 回 単月×6・12 割引額 

一括納付（2 回払い） 6 ヶ月 240,002 円 242,760 円 -2,758 円 

一括納付（1 回払い） 12 ヶ月 475,344 円 485,520 円 -10,176 円 

 

Ｑ４：納付手続きは具体的にどのように行いますか？ 

Ａ４：・毎月納付 お送りする「自動払込利用申込書」をお近くの郵便局にてお手続きください。 

・一括納付 当健康保険組合よりお送りする「納付書」を用いて、指定の口座へのお振込み

をお願いいたします。 

 

任意継続被保険者のＱ＆Ａ 

【お問合せ先】小田急グループ健康保険組合 業務課 適用担当 

        TEL：０３－３３７２－３８６０《音声ガイダンス「１」をプッシュしてください》 

時間：9 時 30 分～17 時 00 分 《12 時～13時を除きます》 
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